
事業に関する
詳細・申請は　
こちらから

こんなことやってみませんか？
・地域食材を活用して、地域を活性化したい！
・規格外野菜を使った新商品を開発したい！
・捕獲した有害鳥獣を使って、新メニュー開発をしたい！
・次世代を対象に地域の食文化を体験する機会を提供したい！

募集締切：令和７年７月31日まで

「しずおか食の仕事人」との連携が必須です!!

静岡県農林水産業振興会
しずおか食の仕事人地域活動支援事業

お問合せ　静岡県農林水産業振興会事務局（静岡県経済産業部産業革新局マーケティング課内）
　　　　　電　話　054-221-3713
　　　　　メール  marke@pref.shizuoka.lg.jp

主な団体要件
・３人以上で構成され、組織に関する規約等が定められた団体であること。
・団体の主たる活動拠点が静岡県内にあること。
・静岡県内において、しずおか食の仕事人と連携し、食を通じて地域課題の解決に
　取り組む団体であること。
主な事業要件
・補助対象事業終了年度以降の事業効果の継続性が認められるものであること。
・県産農林水産物を活用した活動であること。
・地域への波及効果に関する目標を設定したものであること。
補助金額及び補助率
・補助金額 20万円上限/件（補助率 10分の10以内）

農林水産物を活用して

地域の課題解決を図る

団体の活動を支援します！


